
１．改正日

令和７年７月１日（火）

２．改正内容

・利息の支払開始時期の記載

・その他の条文についても、より分かりやすい表現に改正

新しい規定はこちら

※お客さまの利用方法について変更はありません

以 上

本件に関するお問い合わせ先

営業統括部営業統括課
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東濃信用金庫

「新教育カードローン(全期間当座貸越型教育カードローン)」の

契約規定改正について

記

　平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

表題の件につきまして、下記の通り「新教育カードローン」の規定（全期間当座貸越型

教育カードローン契約規定）を改正いたします。

　ご不明な点がございましたらお手数をおかけしますが、お問い合わせ先までご連絡く

ださい。

https://www.shinkin.co.jp/tono/news/pdf/20250623kyoiku2.pdf

